
【地下水のみご使用の方へ】

世帯人員変更届出書の提出について

（注意）

・提出される場合は、事前にご連絡をお願いします。

・下水道使用料の算定上、10 日以内にご提出ください。

・ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

【連絡先】

八女市上下水道局 下水道総務係

電話 ０９４３－２３－１１４８

日頃から市の下水道事業にご理解・ご協力いただき誠にありが

とうございます。

さて、地下水（井戸水）のみをご使用されているご家庭の下水

道使用料は、住民基本台帳の世帯人員をもとに算出しております

が、学生や入院等で実際は同居されていない場合は、「世帯人員変

更届出書」により、実人員で算出することとしております。

下水道の利用人員が住民基本台帳の世帯人員と異なる場合は、

右の記入例の要領で世帯人員変更届出書を記入され、証明書類を

添えて提出されますようお願いいたします。

なお、再度、同居される場合には、必ずご連絡いただきますよ

うお願いします。


